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ID: 233   
担当部署: 上下水道課  

処分の概要 督促手数料の徴収 

例 規 名 

根 拠 条 項 
聖籠町下水道事業受益者負担に関する条例 第11条 

例 規 番 号 平成10年 条例第27号 

【根拠条文】 

(督促及び督促手数料) 
第十一条  負担金の督促及び督促手数料の徴収は、聖籠町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和

四十二年聖籠町条例第二十号)第二条の規定を準用する。 
 
【基準】 

根拠条文に同じ。 
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